
特定求職者雇用開発助成金とは 

 特定求職者雇用開発助成金の種類はいく

つかありますが、よく知られているのは特

定就職困難者コースです。 

 高年齢者(60歳～65歳未満)、障害者、母

子家庭の母または父子家庭の父でお子さん

が 20歳未満の子を扶養している場合など

就職困難者をハローワーク等の紹介により、

継続して雇用する労働者(雇用保険の一般

被保険者)として雇い入れる事業主に対し

て、助成金が支給されます。ハローワーク

以外でも適正な運用が期せる対象とされる

有料・無料職業紹介事業者他の紹介でも対

象になります。また、65歳以上の方の雇用

も生涯現役コースとして別建てでありまし

たが廃止され、令和5年4月より65歳以上

の方も特定就職困難者コースの対象者とな

りました。 

受給額は？ 

・高年齢者、母子家庭の母、父子家庭の父 

対象期間1年間⇒30万円×2期 

・短時間労働者の場合は 20万円×2期 

・身体、知的障害者…… 

対象期間2年間⇒30万円×4期 

短時間労働者の場合は20万円×4期 

 

・重度障害者等……3年間⇒40万円×6期 

すべて支給対象期間1期は半年毎です。6か

月毎に支給されます。 

ハローワーク求人に高齢者等を出す際に 

 ハローワーク求人を出すとき原則的には

「年齢」「性別」を区別して申し込みはでき

ませんが、高齢者求人の場合は年齢を指定

して出すこともできます。年齢理由の欄に

「特定求職者雇用開発助成金活用のため」等

と記載すれば高齢者求人を出すことができ

ます。備考欄に「生涯現役を応援」「長年の

キャリアを活かしてみませんか」などと呼

びかけてみましょう。 

 また、シングルの方（1人親）の求人です

が通常求人の備考欄に「1人親の方を応援し

ます」とか、すでに前に同様の方を雇用し

ているときは「活躍中」などと記載できま

すが、「1人親歓迎」等と記載はできません

ので、迷う時はハローワークで尋ねるのが

いいでしょう。 

会社は助成金というよりまずは社会的弱

者を応援したいという姿勢が大事でしょう。 
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